
 公募型プロポーザル方式により委託業務の受託者を選定するので、次のとおり公告する。 

   

    令和８年３月１０日 

世界遺産「飛鳥・藤原」登録推進協議会 

会 長  山  下  真   

 

１ 業務の概要 

（１）業務名 

     令和８年度「飛鳥・藤原の宮都」パブリックビューイング実施業務 

 

（２）業務の目的 

韓国・釜山で開催される第 48 回世界遺産委員会における、「飛鳥・藤原の宮都」（以下、

「飛鳥・藤原」とする。）の審議状況および現地出席者のコメントを生中継し、登録決定の

瞬間を関係者や県民とともに見届けるパブリックビューイングを実施することにより県民へ

の周知や機運醸成を図ることを目的とする。 

その中継機材の調達設置、同時通訳の手配をはじめとする対応業務を委託するものである。 

 

（３）業務の内容 

① 世界遺産委員会現地からの中継業務 

② 映像・音響・中継機材の手配・設営・操作 

③ 通信環境の整備 

④ 会場設営、搬入・搬出 

⑤ 進行・運営 

⑥ 同時通訳業務 

⑦ 祝賀メッセージ動画の撮影・編集・上映 

⑧ 記録、実績報告書の作成 

 

（４）委託料上限額 

   金 円（消費税及び地方消費税の額を含む）を限度とします。 

   〈年度内訳〉 

   令和７年度          ０円 

   令和８年度 １９，７０５，０００円 

   注）令和８年度の協議会の予算において、当該業務に係る委託料が減額又は削除された 

ときは、契約を変更又は解除することがあります。 

 

（５）業務の仕様等 

  ４の（２）により配布する、業務委託仕様書（以下「仕様書」）に示すところによる。 

  



（６）履行期間 

  契約締結の日から令和８年１０月３０日（金） 

  

２ 応募資格 

この委託業務における受託者募集に参加できる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者と

する。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

（２）国税および地方税を滞納していない者であること。 

（３）公告の日から本件業務の提案書等の提出の日までの間のいずれかの日においても、奈良

県・橿原市・桜井市・明日香村の入札参加停止、指名停止の措置期間中でない者であるこ

と。 

（４）公告の日から本件業務の選定審査会の日までの間のいずれかの日においても、民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法（平成

１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て、あるいは破産法（平成１６

年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。 

（５）銀行の取引停止、または差押えを受けていない者であること。 

（６）役員に法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以上の刑に

処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しな

い者がいる法人等（法人格のない団体にあっては代表者が上記要件に該当する団体）でな

いこと。 

（７）役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店又は営業所（常

時契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、個人にあってはその

者（支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）

第２条第６号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。）でないこと。 

（８）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経

営に実質的に関与していないこと。 

（９）役員等が、その属する法人等、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。 

（10）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接

的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していないこと。 

（11）（９）及び（10）に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難

されるべき関係を有していないこと。 

（12）奈良県または橿原市、桜井市、明日香村の所管する競争入札参加資格者名簿の営業種目

において、「役務の提供（広告・イベント業務）」に類する登録があること。ただし、企

画提案書等提出時点において登録申請中であれば可とする。 



（13）過去５年間（令和２年４月１日～令和７年３月３１日）に国、県、市町村又はそれに類

する団体等（構成団体に国または県、市町村を含む）が実施する３００名以上のイベント

運営業務を受託し、同期間内に履行を完了した実績を有する者であること。 

（14）過去５年間（令和２年４月１日～令和７年３月３１日）に国、県、市町村又はそれに類

する団体等（構成団体に国または県、市町村を含む）が実施する２拠点以上を同時に結ぶ

双方向中継業務を受託し、同期間内に履行を完了した実績を有する者であること。 

※ただし、（13）及び（14）の要件を同時に満たす業務も可とする。 

※共同企業体（ＪＶ）の参加に係る留意点 

複数の事業者による共同提案を行う場合には、次の事項に留意すること。 

①共同企業体（ＪＶ）による参加の場合は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。 

a) 共同企業体のすべての構成企業が上記（１）から（11）の条件を満たしていること。 

b) 共同企業体のうちいずれかの構成企業が上記（12）から（14）の条件を満たしている 

こと。 

②１事業者が複数の共同企業体に所属することはできない。また、共同企業体に所属しな 

がら自らが単独で提案を行うことは認められない。 

③代表者及び構成員を変更することはできない。 

 

３ 失格事項 

  応募者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１） ２の応募資格に定めた資格が備わっていないとき。 

（２） 複数の提案書等を提出したとき。 

（３） 提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、その補正に応じ

ないとき。 

（４） 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 

（５） 提出書等受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 

（６） そのほか不正な行為があったとき。 

 

４  手続等 

（１）担当部局（書類の提出先及び問合せ先） 

〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０番地 

奈良県地域創造部 世界遺産室 登録推進係 

世界遺産「飛鳥・藤原」登録推進協議会事務局 

電話（直通）：０７４２－２７－２０５４ 

電子メールアドレス：sekaiisan@office.pref.nara.lg.jp 

 （２）仕様書の配布 

 公告の日から３月１８日（水）午後５時までの間に、（１）の担当部局又はインターネ

ットの『世界遺産「飛鳥・藤原」登録推進協議会公式ホームページ』から入手することと

mailto:sekaiisan@office.pref.nara.lg.jp


する。 

（３）令和８年度「飛鳥・藤原の宮都」パブリックビューイング実施業務委託事業者募集要

項（以下「募集要項」）の配布 

 公告の日から３月１８日（水）午後５時までの間に、（１）の担当部局又はインターネ

ットの『世界遺産「飛鳥・藤原」登録推進協議会公式ホームページ』から入手することと

する。 

（４）説明会の開催、質問の受付 

説明会は実施しないこととする。質問の受付については、４の（３）により配布する募

集要項に示すところによる。 

（５）参加表明書、企画提案書等の提出 

  ４の（３）により配布する募集要項に示すところによる。 

 

５ 受託者の選定 

    ４の（３）により配布する募集要項に示すところによる。 

 

６ 受託者との契約 

  ４の（３）により配布する募集要項に示すところによる。 

 

 ７ その他 

（１） 本業務の提案への参加に係る費用は、応募者の負担とする。 

（２） 提出された提案書等は返却しない。 

（３） 本業務の詳細は、４の（３）により配布する募集要項に示すところによる。 

（４） 本公募型プロポーザルは、提案書等を評価し、業務を委託する上で最も適した「受託

者」を選ぶものであり、「企画提案そのもの」を選ぶものではない。業務内容につい

ては、契約後改めて奈良県世界遺産室との協議のもと進めるものとする。 


